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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
名
称
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
施
行
さ
れ
、
翌
日
、
福
田
首
相
は
記
者
団
に
対
し
、
「
高
齢
者
に

と
っ
て
よ
い
制
度
で
あ
る
」
と
語
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

よ
い
制
度
で
あ
る
と
言
う
以
上
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
医
療
に
係
る
費
用
の
伸
び
を
増
や
す
改
革
な
の
か
、
そ
れ

と
も
抑
制
す
る
改
革
な
の
か
、
ど
ち
ら
か
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

三

も
し
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
医
療
に
係
る
費
用
を
抑
制
す
る
制
度
で
あ
れ
ば
、
高
齢
者
に
と
っ
て
よ
い
制
度
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。

四

四
月
一
日
、
突
然
、
「
長
寿
医
療
制
度
」
と
い
う
新
し
い
名
称
が
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

の
名
称
を
変
更
し
た
正
式
名
称
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
通
称
で
あ
る
の
か
。

五

今
後
、
福
田
首
相
は
、
国
会
答
弁
及
び
そ
の
他
の
場
に
お
い
て
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
、
「
長
寿
医
療
制
度
」
の

ど
ち
ら
の
名
称
を
使
う
の
か
。

六

今
後
、
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
会
答
弁
及
び
そ
の
他
の
場
に
お
い
て
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
、
「
長
寿
医
療

制
度
」
の
ど
ち
ら
の
名
称
を
使
う
の
か
。

一



七

も
し
「
長
寿
医
療
制
度
」
の
名
称
を
使
う
場
合
、
被
保
険
者
で
あ
る
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
や
地
方
自
治
体
は
混
乱
す

る
の
で
は
な
い
か
。

八

も
し
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
に
「
長
寿
医
療
制
度
」
の
名
称
も
使
う
場
合
、
混
乱
が
生
じ
る
の
で
は
な
い

か
。

九

地
方
自
治
体
の
職
員
が
被
保
険
者
等
に
制
度
の
説
明
を
す
る
場
合
、
ど
ち
ら
の
名
称
を
利
用
す
る
の
か
。

十

一
つ
の
制
度
に
二
つ
の
名
称
が
あ
る
の
は
、
被
保
険
者
や
関
係
者
の
混
乱
を
招
き
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

十
一

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
、
「
長
寿
医
療
制
度
」
の
英
語
表
記
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。

十
二

厚
生
労
働
省
は
ど
ち
ら
の
名
称
を
利
用
す
る
の
か
。

十
三

地
方
自
治
体
は
ど
ち
ら
の
名
称
を
利
用
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


